
（別紙２） 

 

女川原子力発電所２号機 第９回定期検査の概要 

 

 

１．定期検査の期間 

平成１９年１０月１１日（木）から約５ヵ月間 

 

 

２．定期検査および定期事業者検査を実施する主な設備 

（１）原子炉本体 

（２）原子炉冷却系統設備 

（３）計測制御系統設備 

（４）燃料設備 

（５）放射線管理設備 

（６）廃棄設備 

（７）原子炉格納施設 

（８）非常用予備発電装置 

（９）蒸気タービン設備 

 

 

３．定期検査期間中に実施する主要な点検ならびに作業計画 

（１）燃料の取替え 

５６０体ある燃料集合体のうち、９６体程度を新燃料に取替える計画として

おります。 

 

（２）制御棒駆動機構の点検 

１３７体ある制御棒駆動機構のうち２０体を取外し、そのうち１４体につい

て分解点検を実施します。なお、残りの６体については、予備品と取替えるこ

ととしております。 

 

（３）出力領域モニタの取替え 

３１本ある出力領域モニタについては、性能機能維持を図るため６本の取替

えを実施します。 

 

（４）復水器細管の点検 

約２６，６００本ある復水器細管のうち、Ａ系外周管（約８９０本）、Ｂ系

（約１３，３００本）について点検し、必要に応じて補修を実施します。 
 



 

  （５）高サイクル熱疲労に係る検査 

平成１９年２月に原子力安全・保安院より、高サイクル熱疲労に係る検査に

ついて指示文書が発出されたことに鑑み、高温水と低温水が合流する残留熱除

去系熱交換器の出口配管とバイパス配管との合流部について非破壊検査を実施

します。また、一次冷却材が循環する配管からの分岐管であって、熱疲労割れ

の発生の可能性がある部位（閉塞分岐管滞留部）について評価を行い、必要な

部位について非破壊検査を実施します。 

 

  （６）炉心シュラウド点検 

第６回定期検査において確認された炉心シュラウド溶接線（下部胴／サポー

トリング）のひびについて、その進展状況を確認するため、外観点検および超

音波探傷検査を実施します。 

 

 （７）制御棒上部外観点検および詳細調査 

第８回定期検査においてボロンカーバイド粉末型制御棒の外観点検を実施し

た結果、制御棒５本の上部（ハンドルとシースの溶接線近傍）にひびが確認さ

れたことを受け、ひびが確認された制御棒について、その進展状況を確認する

ため外観点検を実施します。また、詳細調査のため、その他の制御棒３本につ

いて制御棒頂部およびその他の部位の外観点検を実施します。 

 

  （８）気水分離器仮置き用脚部曲がり測定 

気水分離器仮置き用脚部について曲がり測定を実施します。 

 

  （９）配管減肉に係る点検 

原子炉系およびタービン系の配管約２，３００箇所について肉厚測定検査を

実施します。 
 

以 上 

 

 

＜参考＞当社原子力発電所の現況 

○女川原子力発電所 

１号機（定格電気出力５２万４千ｷﾛﾜｯﾄ）運転中 

２号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）平成１９年１０月１１日から第９回定期検査予定 

３号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）平成１９年５月１０日から定期検査中 

       

○東通原子力発電所 

１号機（定格電気出力１１０万ｷﾛﾜｯﾄ）運転中 




